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町
の
財
政
は
健
全
な
状
態

　

健
全
化
判
断
比
率
に
は
、
①
〜
④
の

４
つ
の
指
標
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
、

主
に
地
方
公
共
団
体
の
標
準
的
な
状
態

で
収
入
さ
れ
る
と
見
込
ま
れ
る
財
源
で

あ
る
「
標
準
財
政
規
模
（
令
和
４
年
度

は
約
50
億
円
）
」
に
対
す
る
比
率
で
す
。

　
い
ず
れ
の
指
標
も
、早
期
健
全
化
基
準

を
下
回
っ
て
お
り
、本
町
の
財
政
は
比
較

的
健
全
な
状
況
に
あ
る
と
い
え
ま
す
。

①
実
質
赤
字
比
率

　

一
般
会
計
等
を
対
象
と
し
た
実
質
赤

字
額
の
標
準
財
政
規
模
（
地
方
公
共
団

体
の
標
準
的
な
状
態
で
通
常
収
入
さ
れ

る
で
あ
ろ
う
経
常
的
一
般
財
源
の
規
模

を
示
す
も
の
）
に
対
す
る
比
率
。

　

福
祉
、教
育
、ま
ち
づ
く
り
等
を
行
う

地
方
公
共
団
体
の
一
般
会
計
等
の
赤
字

の
程
度
を
指
標
化
し
、財
政
運
営
の
悪
化

の
度
合
い
を
示
す
比
率
と
も
い
え
ま
す
。

②
連
結
実
質
赤
字
比
率

　

公
営
企
業
会
計
を
含
む
全
会
計
を
対

象
と
し
た
実
質
赤
字
額
（
ま
た
は
資
金

の
不
足
額
）
の
標
準
財
政
規
模
に
対
す

①実質赤字比率

②連結実質赤字比率

③実質公債費比率

④将来負担比率
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※４つの指標のうち、いずれかが早期健全化基準以上の場合は「早期健全化団体」とされ、財政健全化計画を、
３つの指標のうち、いずれかが財政再生基準以上の場合は「財政再生団体」とされ、財政再生計画を定めなけ
ればなりません。

※「－」の表示は、赤字額がないため「数値なし」となったものです。

る
比
率
。
実
質
赤
字
比
率
の
対
象
で
あ

る
一
般
会
計
等
に
加
え
、
上
下
水
道
な

ど
の
公
営
企
業
会
計
等
を
含
め
た
市
町

村
全
体
の
赤
字
や
黒
字
を
合
算
し
て
指

標
化
し
、
市
町
村
全
体
と
し
て
の
財
政

運
営
の
悪
化
の
度
合
い
を
示
す
比
率
と

も
い
え
ま
す
。

③
実
質
公
債
費
比
率

　

一
般
会
計
等
が
負
担
す
る
元
利
償
還

金
及
び
準
元
利
償
還
金
の
標
準
財
政
規

模
に
対
す
る
比
率
（
３
か
年
平
均
）
。

地
方
債
の
償
還
金
及
び
こ
れ
に
準
ず
る

額
の
大
き
さ
を
指
標
化
し
、
資
金
繰
り

の
危
険
度
を
示
す
比
率
と
も
い
え
ま
す
。

④
将
来
負
担
比
率

　

一
般
会
計
等
が
将
来
負
担
す
べ
き
実

質
的
な
負
債
の
標
準
財
政
規
模
に
対
す

る
比
率
。
地
方
債
現
在
高
な
ど
一
般
会

計
等
に
お
い
て
将
来
支
払
う
見
込
み
の

負
担
等
が
、
現
段
階
で
ど
れ
だ
け
あ
る

の
か
を
指
標
化
し
、
将
来
財
政
運
営
を

圧
迫
す
る
可
能
性
の
度
合
い
を
示
す
比

率
と
も
い
え
ま
す
。

⑤
資
金
不
足
比
率

　

公
営
企
業
ご
と
の
資
金
の
不

足
額
の
事
業
の
規
模
に
対
す
る

比
率
。
公
営
企
業
の
資
金
不
足

を
、
公
営
企
業
の
事
業
規
模
で

あ
る
料
金
収
入
の
規
模
と
比
較

し
て
指
標
化
し
、
経
営
状
況
の

悪
化
の
度
合
い
を
示
す
比
率
と

も
い
え
ま
す
。
水
道
事
業
会
計

お
よ
び
公
共
下
水
道
事
業
特
別

会
計
は
実
質
黒
字
と
な
っ
た
た

め
、
資
金
不
足
比
率
は
あ
り
ま

せ
ん
。

※資金不足比率が経営健全化基準以上の場合は「経営健全化団
体」とされ、経営健全化計画を定めなければなりません。

※「－」の表示は、赤字額がないため「数値なし」となったものです。

水道事業会計

公共下水道事業特別会計

区　　　分 神戸町の令和４年度
健全化判断比率

早期
健全化基準

財政
再生基準

会計の名称
神戸町の
令和４年度
資金不足比率

―
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２０.００

経営
健全化基準

（単位：％）

（単位：％）

健全化判断比率・資金不足比率の対象範囲
一般
会
計
等（
普
通
会
計
）

一般会計

障がい福祉
サービス事業

学校給食事業

国民健康保険

後期高齢者医療

水道事業

公共下水道事業

一般会計等に
属する特別会計

一般会計等以外の
特別会計のうち
公営企業に係る
特別会計以外の
特別会計

公営企業に
係る会計

公
営
事
業
会
計

公
営
企
業
会
計

法
適
用

企
業

法
非
適

用
企
業

一部事務組合・広域連合
◆一部事務組合…大垣消防・西濃環境・西南濃粗大・大垣衛生等
◆広域連合…安八郡広域連合・県後期高齢者医療広域連合

神戸町土地開発公社地方公社・第3セクター等

※公営企業会計ごとに算定

①
実
質
赤
字
比
率

②
連
結
実
質
赤
字
比
率

③
実
質
公
債
費
比
率

④
将
来
負
担
比
率

⑤
資
金
不
足
比
率※

令
和
４
年
度
決
算
に
基
づ
く「
健
全
化
判
断
比
率
」と

「
資
金
不
足
比
率
」を
算
定

　
こ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
比
率
か
ら
地
方
公
共
団
体
の
財
政
状
況
悪
化
の
様
子
を
捉
え
、
早
い
う
ち
か
ら
健
全
化
を

図
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
す
。


